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(57)【要約】
交通制御信号の相間の遷移のタイミングに関するデータ
を取得する方法。方法は、交通制御信号の領域における
車両の移動に関する実プローブデータを取得することと
、信号の所定の遷移が発生した時間を判定するためにデ
ータを使用することとを含む。これは、プローブデータ
を使用して判定されたように、車両が交通信号において
停止される場合に待機する信号からの距離及び信号を通
過する時間を考慮して実行される。異なる遷移時間の対
は、遷移時間の間の時間差を取得するために解析される
。時間差データに最適なサイクル時間が判定され、交通
制御信号の未来の遷移時間を予測するために遷移時間デ
ータと共に使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交通制御信号の動作に関する情報を判定する方法であって、
　前記交通制御信号の相間の遷移が発生した１つ以上の時間を示す遷移時間データを判定
するために、前記交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する１つ以上の装置
の移動に関する位置データを使用することと、
　前記交通制御信号の相間の未来の遷移が発生すると予想される１つ以上の時間を予測す
るために、前記遷移時間データを使用することと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記遷移は、前記交通制御信号の停止相と進行相との間の遷移であることを特徴とする
請求項１記載の方法
【請求項３】
　前記交通制御信号は交通信号であり、前記遷移は赤信号と青信号との間の遷移であるこ
とを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記位置データは、車両と関連付けられた装置から取得されることを特徴とする請求項
１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記実位置データを使用して判定される所定の遷移時間又は所定の遷移時間の各々に対
して、前記装置が前記交通制御信号を通過した時間を示すデータ及び前記装置が前記交通
制御信号を通過するために待機状態から加速し始めた位置を示すデータを前記装置又は前
記装置の各々に対して判定するために１つ以上の装置に関する位置データを使用すること
と、前記交通制御信号の遷移が発生した前記所定の時間を示すデータを判定するために前
記判定データを使用することとを含むことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項６】
　前記装置が前記待機状態から加速し始めた位置における前記交通制御信号の場所からの
前記装置の距離を示すデータを判定することと、前記交通制御信号の遷移が発生した時間
を示すデータを判定するために前記装置が前記交通制御信号を通過した時間を示すデータ
と共に前記距離を使用することとを含むことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記交通制御信号のサイクル時間を示すデータを判定するために前記判定遷移時間デー
タを使用することを更に含むことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項８】
　前記サイクル時間を前記判定するステップは、
　前記パスに沿う移動中に少なくとも１つの静止期間を有する複数の装置を識別し、且つ
前記少なくとも１つの静止期間が発生した時間を示すデータを前記複数の装置毎に判定す
るために前記位置データを解析することと、
　前記交通制御信号の近似サイクル時間又はサイクル時間の範囲を判定するために、前記
少なくとも１つの静止期間が発生した時間を示す前記判定データを使用することとを更に
含むことを特徴とする請求項７記載の方法
【請求項９】
　前記サイクル時間の改善された判定を提供するために、前記判定遷移時間データ及び近
似サイクル時間又はサイクル時間の範囲を使用することを更に含むことを特徴とする請求
項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記交通制御信号の相間の遷移が発生した複数の時間を判定するために前記位置データ
を使用することを備え、前記交通制御信号のサイクル時間を前記判定するステップは、過
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去の遷移時間の異なる対の間の時間差を判定することと、各時間差を使用して前記サイク
ル時間を判定することとを含むことを特徴とする請求項７、８又は９記載の方法。
【請求項１１】
　前記１つ以上の未来の遷移時間を予測するために、前記判定遷移時間データ及び前記判
定サイクル時間データを使用することを含むことを特徴とする請求項７から１０のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１２】
　推奨速度を運転者又はＡＤＡＳに提供することと、信号における予想待機時間に関する
情報を提供することと、前記交通制御信号を通過することを含むパスに沿う推定移動時間
を判定することとのうちの１つ以上を実行するために、前記予測遷移時間又は前記予測遷
移時間の各々を使用することを更に含むことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１３】
　未来の遷移時間の予測又はそのような予測に基づく情報をナビゲーション装置又はＡＤ
ＡＳに提供することを更に含むことを特徴とする請求項１から１２にいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１４】
　交通制御信号の動作に関する情報を判定するシステムであって、
　前記交通制御信号の相間の遷移が発生した１つ以上の時間を示す遷移時間データを判定
するために、前記交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する１つ以上の装置
の移動に関する位置データを使用する手段と、
　前記交通制御信号の相間の未来の遷移が発生すると予想される１つ以上の時間を予測す
るために、前記判定遷移時間データを使用する手段と、
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　交通制御信号の動作に関する情報を判定する方法であって、
　前記交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する装置の移動に関する位置デ
ータを取得することと、
　前記パスに沿う移動中に少なくとも１つの静止期間を有する複数の装置を識別し、且つ
前記少なくとも１つの静止期間が発生した時間を示すデータを前記複数の装置毎に判定す
るために前記位置データを解析することと、
　前記交通制御信号のサイクル時間を判定するために、前記少なくとも１つの静止期間が
発生した時間を示す前記判定データを使用することと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　交通制御信号の動作に関する情報を提供するシステムであって、
　前記交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する装置の移動に関する位置デ
ータを取得する手段と、
　前記パスに沿う移動中に少なくとも１つの静止期間を有する複数の装置を識別し、且つ
前記少なくとも１つの静止期間が発生した時間を示すデータを前記複数の装置毎に判定す
るために前記位置データを解析する手段と、
　前記交通制御信号のサイクル時間を判定するために、前記少なくとも１つの静止期間が
発生した時間を示す前記判定データを使用する手段と、
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　コンピュータにおいて実行される時に請求項１から１３又は１５のいずれか１項に記載
の方法を前記コンピュータに実行させるコンピュータ可読命令を含むことを特徴とするコ
ンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(4) JP 2015-501033 A 2015.1.8

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、交通制御信号の動作に関する情報を判定する方法及びシステムに関し、特に
、交通制御信号の遷移時間及び未来の遷移時間の予測に関する情報を判定する方法に関す
るがこれに限定されない。少なくとも好適な実施形態において、本発明は、交通制御信号
サイクル時間を判定する方法にも適用される。
【背景技術】
【０００２】
　交通制御信号の動作に関する情報は、種々の状況において有用である。交通信号等の交
通制御信号の動作に関する情報に基づいて運転者に情報又は助言を提供する方法及びシス
テムが以前より提案されている。いくつかの方法において、例えばナビゲートされている
経路に沿う次の交通制御信号の状態に関する情報が運転者に提供される。情報は、推奨速
度を運転者に提供するために使用される。例えば運転者は、信号の青相と一致するために
、すなわち一連の交通制御信号を通して「グリーンウェーブ（ｇｒｅｅｎ　ｗａｖｅ）」
に乗るために運転者が交通制御信号に到着できるようにするのに適した移動速度に関して
助言される。交通制御信号の動作に関する情報は、移動時間及び／又は使用燃料に関して
より効率的に運転者が交通制御信号の１つ以上の集合を含む領域を移動できるようにする
のに適した移動速度に関して助言するために使用される。交通制御信号動作の知識は、例
えばナビゲーション装置によりより正確な移動時間を判定する際又はインフラストラクチ
ャの計画等に対しても有用である。
【０００３】
　交通制御信号の動作に関する情報は、多くの場合、以前より第三者情報源（例えば、政
府の交通情報源）から取得された交通制御信号の動作データに依存している。そのような
データは、多くの場合、交通制御信号の近傍の固定の交通センサから収集されたデータに
基づいている。この種の技術は、使用可能なデータ及びデータが提供される交通制御信号
に関して柔軟性が限られ、実現するには相対的にコストがかかるため、適切な固定のイン
フラストラクチャを配置する必要がある。
【０００４】
　交通制御信号の動作に関する情報を取得するために改善された方法及びシステムが必要
であることは、出願人により理解されている。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の第１の態様によると、交通制御信号の動作に関する情報を判定する方法であっ
て、
　交通制御信号の相間の遷移が発生した１つ以上の時間を示すデータを判定するために、
交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する１つ以上の装置の移動に関する位
置データを使用することと、
　交通制御信号の相間の未来の遷移が発生すると予想される１つ以上の時間を予測するた
めに、判定遷移時間データを使用することとを備える方法が提供される。
【０００６】
　従って、本発明によると、交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する１つ
以上の装置及び好ましくは複数の装置の移動に関する位置データは、交通信号の相（フェ
ーズ）間の遷移が発生した少なくとも１つの時間（「遷移時間」）を示すデータを判定す
るために使用される。「プローブデータ」としても既知であるこの位置データは、一般に
、それぞれの車両と関連付けられた装置の移動に関するデータである。交通制御信号の遷
移時間に関する情報を取得するためにそのような位置データを使用することにより、デー
タを取得するために固定のインフラストラクチャに依存する必要性がなくなる。従って、
本発明により、より柔軟に、且つより多くの交通制御信号に関連して交通制御信号を変更
したりあるいはデータを収集するためにセンサ等を設置する必要なく、遷移時間情報を取
得できる。本明細書において「位置データ」を参照することは、時間に対する１つ以上の
装置の移動に関する位置データを参照することであると理解されるべきである。本発明に
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よると、判定遷移時間データは、交通制御信号の１つ又は複数の未来の遷移時間を予測す
るために使用される。
【０００７】
　時間に対する１つ以上の装置の移動に関する位置データは、交通制御信号による制御を
受けやすいパスをたどる車両等の装置の実際の移動を反映するため、そのデータを使用す
る結果、交通制御信号の動作をより正確に判定できることが理解されるだろう。従って、
交通制御信号の予想動作に関する第三者又は他の情報源から取得された情報とは対照的に
、本発明に従って取得された遷移時間情報は、交通制御信号の近傍の装置が移動する際の
信号の影響を間接的に考慮して判定されるため、交通制御信号の実際の動作に基づいてい
る。従って、取得された情報は、例えば交通制御信号の整相又はサイクルのタイミングを
制御するクロックが不正確であるために発生する恐れのある誤差を受けにくい。
【０００８】
　交通制御信号の１つ又は複数の遷移時間を含む交通制御信号の動作に関する情報を推測
するために、交通制御信号により制御されたパスに沿う１つ又は複数の装置の移動に関す
るデータが使用されることは、出願人により分かっている。以下において更に詳細に説明
するように、交通制御信号の停止相及び進行相により、交通制御信号の場所に接近し且つ
通過するパスに沿う交通の流れの速度において対応するパターンが得られる。そのパター
ンは、交通制御信号の動作に関する情報を提供するために解析され、未来の遷移時間の予
測を可能にする。
【０００９】
　本発明は、交通制御信号の動作に関する情報を判定するシステムにも適用される。従っ
て、本発明の更なる一態様によると、交通制御信号の動作に関する情報を判定するサーバ
であってもよいシステムであって、
　交通制御信号の相間の遷移が発生した１つ以上の時間を示す遷移時間データを判定する
ために、交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する１つ以上の装置の移動に
関する位置データを使用する手段と、
　交通制御信号の相間の未来の遷移が発生すると予想される１つ以上の時間を予測するた
めに、判定遷移時間データを使用する手段とを備えるシステムが提供される。
【００１０】
　この更なる態様における本発明は、本発明の第１の態様に関連して説明した特徴のいず
れか又は全てが互いに一致するような程度まで、それらを含んでも含まなくてもよい。従
って、明示的な指定のない限り、本発明のシステムは、説明する方法のステップのいずれ
かを実行する手段を備える。
【００１１】
　方法のステップのいずれかを実行する手段は、そのように実行するように構成、例えば
プログラミングされた１つ以上のプロセッサの集合を含む。所定のステップは、他のあら
ゆるステップに対して同一の又は異なるプロセッサの集合を使用して実行される。あらゆ
る所定のステップは、プロセッサの集合の組合せを使用して実行される。システムは、例
えば１つ以上の判定遷移時間及び／又は１つ以上の予測遷移時間を示すデータを格納する
コンピュータメモリ等のデータ格納手段を更に備える。
【００１２】
　本発明の方法は、好適な実施形態においてサーバにより実現される。従って、実施形態
において、本発明のシステムは、説明する種々のステップを実行する手段を備えるサーバ
を備え、本明細書において説明する方法ステップは、サーバにより実行される。
【００１３】
　態様又は実施形態のいずれかにおける本発明によると、交通制御信号は、例えば交差点
において１つ以上のナビゲート可能区分の少なくとも一部を含むパスに沿う異なる車両の
移動を制御するように動作する交通制御信号である。交通制御信号は、あらゆる自動化交
通制御信号であってもよい。交通制御信号は交通信号であることが好ましい。交通制御信
号は、交差点に配置されることが好ましい。交差点は、競合する交通の移動がある交差点
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である。交差点は、円形交差点、横断歩道又はあらゆる種類の交差点であってもよい。交
通制御信号は、交差点に配置された複数の交通制御信号のうちの１つである。
【００１４】
　本明細書において使用されるように、交通制御信号の遷移時間は、交通制御信号の異な
る相間の遷移が発生する時間を示す。理解されるように、位置データに基づいて遷移時間
データが判定される遷移は、既に発生している遷移、すなわち過去の遷移である。次に、
１つ又は複数の未来の予測遷移時間を示すデータを取得するために、１つ以上の過去の遷
移時間が使用される。
【００１５】
　交通制御信号は、異なる相を含む所定の繰り返しサイクルに従って動作する。従って、
その間で遷移が発生する相は、交通制御信号のサイクルの相である。交通制御信号の所定
のサイクルは、信号が遷移する交通制御信号の異なる相の完全集合を含むサイクルである
。交通制御信号は、「サイクル長」を有する自動化交通制御信号サイクルに従って異なる
相間を遷移する。従って、サイクル長は、交通制御信号の相の完全シーケンスにより規定
される。交通制御信号の相のシーケンスは、後続のサイクルで繰り返される。実際には、
所定の交通制御信号のサイクル長は時間に依存する。例えばサイクル長は、１日の間に変
動する。交通制御信号は、異なる期間、例えば２４時間周期内、異なる曜日（例えば、週
末対平日）、特定の日のピーク時間及び非ピーク時間等における１つ以上の異なるサイク
ル長に従って動作するように更に制御される。
【００１６】
　本発明によると、方法は、交通制御信号の１つ以上の遷移時間に関する情報又はデータ
を判定することと、１つ又は複数の未来の遷移時間を予測するためにデータを使用するこ
ととを備える。判定遷移時間情報は、遷移時間又は各遷移時間の推定値である。判定遷移
時間及び／又は予測遷移時間は、例えばサイクル時間に関連してある特定の仮定に基づい
ている。例えばサイクル時間は、１時間又はある特定の時間数等の所定の期間にわたり一
定であると仮定される。いくつかの実施形態において、サイクル時間は、１日の同一の時
間及び同一の曜日の対応する時間スロットに対して一定であるとみなされる。相パターン
及び所定のサイクル内の持続時間は少なくとも所定の期間にわたり一定であるという別の
仮定が立てられる。例えば、起動されるオンデマンド歩行者横断相は、遷移時間の判定及
び／又は未来の遷移時間の予測のために無視される。遷移時間データは、以下において更
に詳細に説明するように、「実」データに基づいて判定されることが好ましいため、過去
の遷移時間データを判定する際のサイクル時間のあらゆる変化の影響は最小限になる。
【００１７】
　交通制御信号が交通信号である好適な実施形態において、相は、交通信号の赤相及び青
相を含み、判定遷移時間データは、赤相と青相との間の遷移、最も好ましくは信号の赤相
から青相への遷移が発生する時間を示す。当然、交通制御信号サイクルは、１つ以上の更
なる相を含んでもよく、一般的にはそれらを含む。実施形態において、交通制御信号サイ
クルは黄相を更に含む。本発明に従って位置データを使用して判定される遷移時間に対す
る遷移は、交通制御信号の異なる相のいずれかの相間の遷移であるが、好ましくは赤相と
青相との間の遷移、最も好ましくは赤相から青相への遷移である。そのような遷移は、本
明細書において説明するように位置データに基づいてより簡単に判定される。当然、交通
制御信号は、色以外に関する相の指示を提供してもよい。例えば相は、１つ以上の記号に
より示される。そのような構成は、例えばトラム、電車等の公共輸送車両の移動を制御す
る交通制御信号と関連して使用される。従って、一般に、遷移時間データが発生すると判
定される相は、制御されているパスに対する停止相及び進行相である。
【００１８】
　複数の遷移時間を示すデータ、すなわち相間の信号の遷移が発生した複数の異なる時間
を示すデータが位置データを使用して取得される場合、時間は、信号の対応する遷移、す
なわち同一の相間の所定の遷移に関するものであることが好ましい。同様に、予測される
未来の遷移又は未来の各遷移は、遷移時間データが判定される遷移に対応する遷移である
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ことが好ましい。これにより、より単純なシステムが提供され、判定遷移時間データに基
づく未来の遷移時間の予測が容易になる。
【００１９】
　方法は、位置データを取得、例えば受信するステップにも適用される。従って、方法は
、交通制御信号の場所を含む地域における複数の装置の移動に関する位置データを取得す
ることと、位置データをフィルタリングして交通制御信号の制御を受けやすいパスに沿う
１つ以上の装置の移動に関する位置データを取得することとを備える。これは、交通制御
信号の既知の場所を参照して行われる。地域はあらゆる範囲であってもよい。領域は、デ
ジタル地図の領域であってもよい。
【００２０】
　本明細書において参照されるようなデジタル地図は、ナビゲート可能区分を示す複数の
区分により接続された複数のノードを含む。例示的な実施形態は道路網の道路区分を参照
するが、本発明は、パス、川、運河、自転車道路、引き船道又は鉄道線路等の区分を含む
あらゆる形態のナビゲート可能区分に適用可能であることが理解されるだろう。参照しや
すくするために、一般にこれらを道路網の道路区分と呼ぶ。
【００２１】
　いくつかの構成において、データを受信するステップは、データ、すなわち事前に受信
及び格納されたデータにアクセスすることを含む。実位置データの場合、データは、使用
される直前に格納されるために依然として実データであると考えられることが理解される
だろう。データを受信するステップが装置からデータを受信することを含む構成において
、方法は、本発明の他のステップを実行するために進む前に受信した位置データを格納す
ることと、選択的にデータをフィルタリングすることとを更に備えることが想定される。
位置データを受信するステップは、方法の１つ又は複数の他のステップと同時に又は同一
の位置で行われる必要はない。
【００２２】
　本発明に従って使用される位置データは、１つ以上、好ましくは多数の装置から収集さ
れ、時間に対する装置の移動に関する。従って、装置は移動装置である。位置データの少
なくとも一部は、タイムスタンプ等の時間データと関連付けられることが理解されるだろ
う。しかし、本発明の目的のために、全ての位置データは、本発明に従って交通制御信号
に関する情報を提供するために使用されるならば、時間データと関連付けられる必要はな
い。しかし、好適な実施形態において、全ての位置データは、タイムスタンプ等の時間デ
ータと関連付けられる。
【００２３】
　位置データは、時間に対する装置又は各装置の移動に関し、装置が走行したパスの位置
「トレース」を提供するために使用される。上述したように、データは、装置から受信さ
れるか、あるいは最初に格納される。装置は、本発明の目的のために位置データ及び十分
な関連付けられたタイミングデータを提供できるあらゆる移動装置であってもよい。装置
は、位置判定機能を有するあらゆる装置であってもよい。例えば装置は、ＧＳＭ装置等の
ＷｉＦｉアクセスポイント又はセルラ通信ネットワークから情報にアクセスし且つ情報を
受信し、且つ場所を判定するためにこの情報を受信する手段を備える。しかし、好適な実
施形態において、装置は、衛星信号表示特定の時点の受信機の位置を受信し、且つ定期的
な間隔で更新された位置情報を受信することが好ましいＧＰＳ受信機等のグローバルナビ
ゲーション衛星システム（ＧＮＳＳ）受信機を備える。そのような装置は、ナビゲーショ
ン装置、位置決め機能、位置センサ等を有する移動遠隔通信装置を備える。装置は車両と
関連付けられる。これらの実施形態において、装置の位置は車両の位置に対応する。装置
は、車両と一体化されてもよく、あるいはポータブルナビゲーション装置等の車両と関連
付けられた独立した装置であってもよい。当然、位置データは、異なる装置の組合せ又は
単一の種類の装置から取得されてもよい。
【００２４】
　一般に、複数の装置から取得された位置データは、「プローブデータ」として知られて
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いる。車両と関連付けられた装置から取得されたデータを車両プローブデータと呼ぶ。従
って、本明細書において「プローブデータ」を参照することは、「位置データ」という用
語と交換可能であるものとして理解されるべきであり、簡略化するために、本明細書にお
いて位置データをプローブデータと呼ぶ。
【００２５】
　本発明の方法は、信号に対する１つ以上の遷移時間を示すデータを判定するために交通
制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する１つ以上の装置の移動に関する位置デ
ータを使用することを備える。好適な実施形態において、複数の装置の移動に関するデー
タが使用される。データは、装置又は各装置に対する時間との位置のそれぞれのトレース
の形態である。当然、遷移が発生した複数の時間を示すデータが判定される好適な実施形
態において、複数の装置からの位置データは複数の遷移時間を判定するために使用される
が、所定の遷移時間の各々は１つ以上の装置からのデータに基づいて判定される。
【００２６】
　本発明の方法は、交通信号の１つ以上の遷移時間に関する情報を判定するために、交通
制御信号による制御を受けやすいパスに沿う時間に対する１つ以上の装置の移動に関する
「実」位置データを使用することを備えることが好ましい。実データは、相対的に最新の
ものであり且つ交通制御信号の相対的に最新の動作の指示を提供するデータであるとみな
される。一般に実データは、現在から３０分、１５分、１０分又は５分以内の交通制御信
号により制御されたパス上の状況に関する。交通制御信号の遷移時間を判定する際に実位
置データを使用することにより、判定される情報は、現在適用可能であり、且つ将来、少
なくともより短期的に、例えばサイクル時間の変化があるまで適用可能であると仮定され
る。従って、情報は、交通制御信号の未来の遷移時間を確実に予測するために使用される
。実データを使用することにより、実際の状況をより正確に反映するサイクル時間及び／
又は相持続時間、並びに／あるいはサイクル内の相遷移パターンを仮定することも可能に
なる。例えば、実データが特定の遷移時間を示す場合、この遷移時間が将来短期的に適用
可能であること、すなわちサイクル時間及び／又は相成分が一定のままであることがより
簡単に仮定される。実位置データを使用することにより、交通制御信号が所定のタイミン
グに従って動作しない場合、例えば信号が現在の交通状況に少なくとも部分的に応答する
場合でも、本発明は遷移時間情報を判定する機能を提供する。実データの寿命は、適宜選
択され、例えば信号のサイクル時間が一定であると仮定される期間等を考慮する。
【００２７】
　いくつかの好適な実施形態において、「履歴」位置データは「実」データと共に使用さ
れる。この文脈において、「履歴」という単語は、実データでないデータ、すなわち状況
、すなわち現在時刻又は少し前（おそらく、大よそ現在から５分、１０分、１５分又は３
０分以内）に交通制御信号により制御されたパス上の状況を直接反映しないデータを示す
ものとして考えられるべきである。履歴位置データは、一般に長期間、例えば何週間又は
何か月にわたり複数の異なる移動装置から収集された位置データを含むため、集約位置デ
ータとも呼ばれる。従って、履歴位置データは、長期間にわたり道路網の部分で車両の挙
動（例えば、１日の種々の異なる時間における道路に沿う移動の平均速度）の繰り返しパ
ターンを解析するのに有用であるのに対し、実位置データは、上述したように、車両のよ
り過渡的な挙動を検出する（例えば、道路上での交通渋滞の発生又は交通の流れに影響を
及ぼす同様の事象を識別する）のに有用である。
【００２８】
　本発明の方法は、上述したように、所定の遷移時間を示すデータを判定するために、交
通制御信号の場所に接近する交通制御信号により制御されたパスの少なくとも一部に沿う
時間に対する１つ以上の装置の移動に関する位置データを使用するステップを備える。方
法は、交通制御信号の場所を通過し且つ選択的にその場所を越えるパスの一部に沿う１つ
以上の装置の移動に関する位置データを使用することを備える。位置データは、例えば交
通制御信号が配置される交差点を介して交通制御信号による制御を受けやすい特定のパス
をたどる１つ以上の装置の移動に関する位置データであることが好ましい。例えば、交通
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制御信号は、例えば信号を通して主要パス及びフィルタレーンパスに対応する直進パス及
び右折パスを制御する相を含み、考慮される装置毎の位置データが信号の動作の同一のモ
ードに関するため、交通制御信号を過ぎた特定のパスに関する位置データを選択すること
により、より正確な結論が導き出される。いくつかの実施形態において、方法は、所定の
地域における時間に対する複数の装置の移動に関する位置データをフィルタリングして、
交通制御信号による制御を受けやすい同一の特定のパスをたどる１つ以上、好ましくは複
数の装置の移動に関するデータを取得することを備える。
【００２９】
　交通制御信号による制御を受けやすいパスに沿う１つ又は複数の装置の移動に関する適
切な位置データは、交通制御信号の場所を考慮して取得されることが理解されるだろう。
交通制御信号の場所は、認識されており、例えばデジタル地図データに格納される。方法
は、例えば交通制御信号の場所を含む地域における複数の装置の移動に関する位置データ
から交通制御信号による制御を受けやすいパスに沿って移動する１つ以上の装置に関する
位置データを選択するために、交通制御信号の場所を示すデジタル地図データを使用する
ことを備える。いくつかの実施形態において、パスは、交通制御信号の場所に接近する１
つ以上のナビゲート可能区分の少なくとも一部を含み、方法は、１つ又は複数のそのよう
なナビゲート可能区分を識別するステップと、交通制御信号の場所に接近する区分の少な
くとも一部に沿う１つ以上の装置の移動に関する位置データを取得するステップとを備え
る。ナビゲート可能区分及び交通制御信号の場所の双方は、デジタル地図データにおいて
規定される。ナビゲート可能区分は道路区分である。交通制御信号の場所は、あらゆる適
切な参照点であってもよいが、好適な実施形態においては交通制御信号と関連付けられた
停止線の場所を示す。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、方法は、装置が交通制御信号を通過した時間及び装置が
交通制御信号を通過するために待機状態から加速し始めた点のいずれか一方、好ましくは
双方を示す装置毎のデータを判定するために、１つ以上の装置に関する位置データを使用
することを備える。方法は、交通制御信号の所定の過去の遷移に対する遷移時間データを
判定する際に判定データを使用することを備える。装置が待機状態から加速し始めた点は
、時点又はより好ましくは空間点、すなわち位置である。位置は、絶対位置又は交通制御
信号の場所に対する位置である。好適な実施形態において、待機状態は、装置が静止した
位置である。従って、待機状態は静止状態であることが好ましい。装置が待機状態から加
速し始めた位置は、装置が移動状態に遷移した位置である。他の構成において、待機状態
は、装置が非ゼロ速度を有した状態、例えば車両が完全に静止するのを避けるために待機
速度に減速したか、あるいは信号の相遷移が発生する前に完全な一時停止まで減速しなか
った状態であることが理解されるだろう。装置が待機状態から加速し始めた点は、装置が
信号を通過する前に最後に加速し始めた点、好ましくは装置が信号を通過する前に静止位
置から最後に移動し始める点である。適切な点は、装置の位置データ（又はトレース）か
ら容易に識別される。
【００３１】
　好適な実施形態において、方法は、装置又は各装置の距離を判定することを備え、装置
の位置データは、装置が待機状態から加速し始めた点における交通制御信号の場所から所
定の遷移時間を判定するために使用される。装置が待機状態において静止している好適な
実施形態において、この距離は、装置が交通制御信号を通過する前に待ち行列において最
後に待機した位置に対応する。従って、実施形態において、方法は、装置が交通制御信号
を通過した時間及び装置が交通制御信号の場所から交通制御信号を通過するために待機状
態から加速し始めた点の距離のいずれか一方、好ましくは双方を示すデータを判定するた
めに、装置に関する位置データを使用することと、装置に対する遷移時間データを判定す
る際に判定データを使用することとを備える。
【００３２】
　装置が交通制御信号の場所を通過する時間は、装置の位置が制御信号の場所、例えば制
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御信号の停止線に対応する時間を参照して判定される。これは、装置に対する適切な位置
データと関連付けられたタイムスタンプを参照して判定される。
【００３３】
　装置が交通制御信号を通過する前に待機状態から最後に加速する位置、例えば装置が信
号を通過する前に静止状態と移動状態との間を遷移する位置は、装置、例えば装置と関連
付けられた車両が交通制御信号を通過するために加速する前に待ち行列において例えば静
止して待機した最後の位置であるとみなされる。装置がこの位置に保持された時間におい
て、信号は、停止相、例えば赤相を示していたに違いないと仮定される。上述したように
、この位置は、待ち行列において待機している際に信号からの装置の距離を判定するため
に、交通制御信号の場所と共に使用されることが好ましい。この情報は、信号の停止相と
進行相との間の遷移時間、例えば赤－青遷移を示すデータを取得するために使用されるこ
とが分かっている。信号が停止相から進行相、例えば赤－青に遷移すると、交通の待ち行
列が一定の速度で解消すると仮定されることが立証されている。この一定の速度は、少な
くともいくつかの実施形態においては１５ｋｍ／ｈである（経験データから判定されるよ
うに）。従って、実施形態において、速度を解消することは、交通制御信号の停止相と進
行相との間の推定遷移時間を取得するために、装置が信号を通過する前に待機状態から加
速し始める点又は信号を通過する前に待機状態である場合の信号からの装置の距離及び信
号を通過する時間に関する情報と共に使用される。
【００３４】
　上述の方法のいずれかに従って取得された所定の遷移時間に対する遷移時間データは、
１つ以上の装置の集合に関する位置データを使用して判定される。集合が複数の装置を含
む場合、所定の遷移時間を判定する上述のステップは、装置の集合の各装置に対して実行
される。これらの構成において、複数の装置は、所定の遷移の間に同一の待ち行列におい
て待機していたと考えられる装置である。従って、判定される所定の遷移時間は、多数の
装置に関するデータに基づいている。平均遷移時間は、何らかの集約の形式を使用して判
定される。あまり好適ではないが他の構成において、遷移時間データは、単一の装置に関
する位置データを使用して取得されてもよい。
【００３５】
　実施形態において、方法は、所定の判定遷移時間と関連付けられた誤差を判定すること
を更に備える。そのような判定における誤差は、各装置（そのデータは、所定の遷移時間
データを判定する際に使用される）が交通制御信号を通過するために待機状態から加速す
る点と制御信号の場所との間の距離、すなわち装置が待機した信号からの距離の長さに比
例する。
【００３６】
　本発明のこれらの実施形態に従って判定される情報に関連した遷移時間は、少なくとも
所定の過去の遷移時間に関する情報である。しかし、データが実データに基づいて判定さ
れることが好ましいため、遷移時間は、少し前にあり、以下において説明するように未来
の遷移時間に関する推論をサポートするために使用される。
【００３７】
　遷移時間は、交通制御信号の異なる相間、例えば停止相と進行相との間の遷移が発生し
た時間である。本発明によると、方法は、交通制御信号の相間の遷移が発生すると予想さ
れる１つ以上の未来の時間を予測するために、判定遷移時間又は判定遷移時間の各々を使
用することを備える。タイミングが予測される遷移は、交通制御信号の対応する相間の遷
移、すなわち遷移時間が判定されている遷移又は各遷移と同一の種類の遷移であると予測
されることが好ましい。
【００３８】
　好適な実施形態において、方法は、複数の装置の移動を示す位置データを使用して、交
通制御信号の遷移が発生した複数の異なる時間を示すデータを判定することを備える。方
法は、１つ以上の未来の遷移時間を予測する際に複数の遷移時間を示す遷移時間データを
使用することを備える。異なる過去の遷移時間は、対応する遷移の種類、すなわち信号の
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同一の第１の相と第２の相との間の時間であることが好ましい。
【００３９】
　いくつかの好適な実施形態において、方法は、交通制御信号の第１の所定の過去の遷移
時間を示すデータを判定するために、１つ以上の装置の第１の集合の各装置に関する位置
データを使用することと、交通制御信号のそれぞれの更なる所定の過去の遷移が発生した
時間を示すデータを判定するために、１つ以上の装置の少なくとも１つの更なる集合の各
装置に関する位置データを使用することとを備える。１つ以上の装置の複数の更なる集合
の各々の装置又は各装置に関する位置データは、交通制御信号の複数の更なるそれぞれの
所定の過去の遷移時間を示すデータを判定するために使用される。所定の過去の遷移時間
又は所定の過去の遷移時間の各々は、信号の対応する遷移の種類、すなわち第１の所定の
相から第２の所定の相への遷移に関連することが好ましい。
【００４０】
　本発明は、交通制御信号の相間の未来の遷移が発生すると予想される１つ又は複数の時
間を予測するために、位置データを使用して判定される遷移時間データを使用することを
更に備える。
【００４１】
　例えば同一の遷移が翌日の対応する時間、翌週の対応する曜日等に発生すると仮定され
る場合又は信号のサイクル時間に関する情報が既に認識されている場合、発生した遷移の
時間を示す情報を判定するだけで未来の遷移時間を予測できる。従って、単一の遷移時間
を示すデータに基づいて予測が行われる。しかし、本発明は、現在又は略現在のデータに
基づいて遷移時間に関する「実」予測、すなわち短期予測を提供し、複数の遷移時間を示
すデータを取得することにより、未来の遷移時間を予測する際に使用するための実位置デ
ータに基づいてサイクル時間を取得するために、遷移時間データが有利に使用されること
が分かっている。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、方法は、交通制御信号のサイクル時間を判定することと
、予測を提供する際に、すなわち判定遷移時間データと共にサイクル時間を使用すること
とを備える。方法は、サイクル時間を判定することにも適用されることが好ましい。サイ
クル時間を判定するステップは、単純に、例えば関心のある期間に対する格納されたデー
タ等から所定のサイクル時間を取得することを含む。しかし、好適な実施形態において、
方法は、本発明に従って判定された遷移時間データを使用して（潜在的に他のデータと共
に）サイクル時間を判定することを更に備える。
【００４３】
　位置データが「実」データであるため、少なくとも好適な実施形態において、少なくと
も新しい未来に対して、サイクル時間が１日及び／又は週にわたり変動する場合でも、第
三者等から取得した情報に依存するのではなく、これによりサイクル時間をより正確に予
測できるようになる。第三者情報は、信号が実際には意図したタイミングに厳密に従って
動作しない場合にも不正確であることが更に理解されるだろう。
【００４４】
　方法は、１つ以上の未来の遷移時間、すなわち交通制御信号が相間で遷移すると予想さ
れる未来の時間を予測するためにサイクル時間情報を使用することを備える。サイクル時
間情報は、未来の遷移時間又は未来の遷移時間の各々を予測するために位置データを使用
して判定された遷移時間データと共に使用されることが好ましい。予測遷移時間又は予測
遷移時間の各々は、次の３０分、１時間又は２時間以内の時間であることが好ましい。予
測遷移時間が短期的な未来にある場合、例えば過去の判定遷移時間を考慮して実位置デー
タに基づいて判定されたサイクル時間は、未来の遷移時間を予測するのに有効であると仮
定される。
【００４５】
　交通制御信号に対する複数の異なる所定の過去の遷移時間を示すデータが位置データを
使用して判定される好適な実施形態において、方法は、交通制御信号に対するサイクル時
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間を示すデータを判定するために異なる所定の過去の遷移時間を使用することを備えるこ
とが好ましい。交通制御信号のサイクル時間を判定するステップは、位置データを使用し
て取得された過去の遷移時間の１つ以上の、好ましくは複数の異なる対（ペア）の間の時
間差を判定することと、時間差又は各時間差を使用してサイクル時間を判定することとを
含む。相における対応する遷移は、交通制御信号のサイクルの整数により区切られた時間
において発生すると仮定される。異なるサイクル時間候補は、遷移時間データに最適なサ
イクル時間を判定するためにテストされる。従って、方法は、サイクル時間を判定時間差
又は判定時間差の各々に適合するステップを備える。方法は、判定遷移時間の１つ又は複
数の対の間の時間差又は各時間差に最適なサイクル時間を判定するために複数のサイクル
時間候補をテストすることを備える。いくつかの実施形態において、方法は、位置データ
を使用して判定された遷移時間の対の間の差に最適な時間に対応する交通制御信号に対す
るサイクル時間を示すデータを判定することを備える。
【００４６】
　サイクル時間に対して最適なものを判定するか、あるいは遷移時間データからサイクル
時間を導出する際、適切なサイクルを選択しやすくするために、例えば「最適な」サイク
ル時間を判定する時の労力を軽減するために他のデータが使用されてもよい。例えばいく
つかの実施形態において、サイクル時間を判定するステップは、交通制御信号により制御
されたパスに沿う時間に対する複数の装置の移動に関する「履歴」位置データを使用する
ことを更に含む。これらの実施形態において、履歴位置データは、サイクル時間を判定す
るために、実位置データに基づいて遷移時間データと共に使用される。方法は、近似サイ
クル時間又はサイクル時間の範囲を判定するために履歴位置データを使用することと、近
似サイクル時間又はサイクル時間の範囲に基づいてサイクル時間を適切に判定するために
、実位置データを使用して取得された遷移時間データを使用することとを備える。例えば
履歴位置データは、実位置データを使用して判定された遷移時間の対（ペア）の間の差に
適合するサイクル時間を判定する処理において使用される近似サイクル時間又はサイクル
時間の範囲を判定するために使用される。実施形態において、判定遷移時間の間の時間差
又は各時間差に最適な時間を判定するために複数のサイクル時間候補をテストするステッ
プは、サイクル時間候補を選択するために履歴位置データを使用することを含む。
【００４７】
　履歴位置データは、実位置データに基づいて判定された遷移時間又は各遷移時間を含む
所定の期間に対するものである。上述したようにサイクル時間が１日中、異なる曜日等で
変動するため、これは、履歴データが当該期間に関連することを保証する。
【００４８】
　サイクル時間、すなわちサイクル時間の推定値又は近似値を示すデータを取得するため
に履歴位置データが使用される方法に関連する以下のステップのいずれかは、遷移時間デ
ータに基づいてサイクル時間を判定する際に履歴データが使用される本発明の第１の態様
及び第２の態様と共に使用される。
【００４９】
　交通制御信号のサイクル時間を判定するために長期間、例えば週、月等にわたり時間に
対する装置の移動に関する集約位置データを使用することは、本質的に有利であると考え
られる。
【００５０】
　従って、本発明の更なる一態様から、交通制御信号の動作に関する情報を判定する方法
であって、
　交通制御信号のサイクル時間を示すデータを判定するために、交通制御信号により制御
されたパスに沿う時間に対する複数の装置の移動に関する位置データを使用することを備
える方法が提供される。
【００５１】
　本発明の本態様の好適な一実施形態において、方法は、
　交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する装置の移動に関する位置データ
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を取得することと、
　パスに沿う移動中に少なくとも１つの静止期間を有する複数の装置を識別し、且つ少な
くとも１つの静止期間が発生した時間を示すデータを複数の装置毎に判定するために位置
データを解析することと、
　交通制御信号のサイクル時間を判定するために少なくとも１つの静止期間が発生した時
間を示す判定データを使用することとを備える。
【００５２】
　本発明の更なる一態様によると、交通制御信号の動作に関する情報を提供するシステム
であって、
　交通制御信号のサイクル時間を示すデータを判定するために交通制御信号により制御さ
れたパスに沿う時間に対する複数の装置の移動に関する位置データを使用する手段を備え
るシステムが提供される。
【００５３】
　本発明の本態様の好適な一実施形態において、システムは、
　交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する装置の移動に関する位置データ
を取得する手段と、
　パスに沿う移動中に少なくとも１つの静止期間を有する複数の装置を識別し、且つ少な
くとも１つの静止期間が発生した時間を示すデータを複数の装置毎に判定するために位置
データを解析する手段と、
　交通制御信号のサイクル時間を判定するために少なくとも１つの静止期間が発生した時
間を示す判定データを使用する手段とを備える。
【００５４】
　これらの更なる態様における本発明は、本発明の先の態様に関連して説明した特徴のい
ずれか又は全てが互いに一致するような程度まで、それらを含んでも含まなくてもよい。
【００５５】
　本発明のこれらの更なる態様又は実施形態によると、位置データは、例えば時刻、曜日
等の所定の期間に関連する時間に対する装置の移動に関する履歴位置データであることが
好ましい。期間は、サイクル時間が適切な期間にわたり一定であると仮定されるように選
択されるべきである。期間は、要望に応じてあらゆる持続時間であってもよい。例えば期
間は、１時間又は他の整数時間である。これらの更なる態様の方法は、多数の期間、例え
ばサイクル時間が異なる異なる期間に対して実行される。方法のステップは、どのサイク
ル時間情報が必要とされるかに関して期間毎に繰り返される。期間は、予想サイクル時間
と比較して長くなるように選択される。
【００５６】
　方法は、交通制御信号により制御されたパスに沿う時間に対する複数の装置の移動に関
する位置データを好ましくは所定の期間に取得することを備える。位置データは、上述の
方法のいずれかにおいて取得される。方法は、位置データを受信することと、そこからの
適切なデータをフィルタリングすること又は適切なデータを格納された位置データから取
得、例えばフィルタリングすることとを備える。従って、方法は、装置から位置データを
取得するステップを備える必要はない。
【００５７】
　方法は、時間に対する位置データがパス、すなわちパスを規定する１つ又は複数のナビ
ゲート可能区分に沿う移動中に１つ以上の静止期間を有する装置を示す１つ以上の装置を
好ましくは所定の期間に識別することを備える。パスに沿う装置の速度を参照することに
より、このような識別が行われる。静止期間を有するこれらの装置は、信号の相のために
停止されていると仮定される。当然、装置は、例えばそれが多数のサイクルの間信号によ
り保持された交通制御信号の場所に接近するパスに沿う１つ以上の静止期間を有する。方
法は、そのような期間を有する１つ又は複数の装置に対する静止期間又は各静止期間のタ
イミングを好ましくは所定の期間内に判定することを備える。好適な実施形態において、
１つ以上の装置は、所定の期間に信号により制御されたパスに沿って移動した装置である
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ため、識別された装置は、所定の期間内の１つ又は複数の静止期間を有する装置である。
【００５８】
　方法は、位置データに基づいてサイクル時間を判定するために、装置又は各装置の静止
期間又は各静止期間のタイミングを示すデータを好ましくは所定の期間に対して使用する
ことを更に備える。方法は、サイクル時間候補を選択することと、サイクル時間候補に基
づいて最近接のサイクルの参照点に対する静止期間のタイミングのオフセットを位置デー
タにより示されたような静止期間を有する装置毎に判定することと、静止データに最適な
サイクル時間を取得するために異なるサイクル時間候補に対してステップを繰り返すこと
とを備える。ステップは所定の期間に対して実行され、且つ各装置は、上述したように所
定の期間内の静止期間を有する装置であることが好ましい。
【００５９】
　方法は、サイクルの参照点、例えばその開始点に対応するために所定の期間を開始する
ことを備える。期間は、サイクル時間候補又は各サイクル時間候補より長いことが理解さ
れるだろう。同一の参照が静止期間毎に使用されるならば、静止期間のタイミングのオフ
セットは、静止期間と関連付けられたあらゆる参照時間に対して取られてもよい。実施形
態において、オフセットは、最近接のサイクルの開始点等の参照点に対する静止期間の開
始時間のオフセットである。静止データに最適なサイクル時間を判定するステップは、サ
イクル時間候補毎に、例えば所定の期間内に異なる装置に対するオフセットデータのヒス
トグラムを判定することを含む。方法は、セントラルピークを提供するサイクル時間を最
適なものとして選択することを備える。
【００６０】
　例えば履歴位置データから上述の方法を使用して導出されたサイクル時間候補は、本発
明の先の態様の方法において使用するためのサイクル時間を判定又は選択する際、例えば
遷移時間データに基づいてサイクル時間を推定する場合に開始点を提供する際に使用され
る。換言すると、（履歴）位置データに基づいて取得されたサイクル時間データは、遷移
時間データに最適なサイクルを判定するために使用されたテストサイクルを校正するため
に使用される。あるいは、（履歴）位置データに従うサイクル時間は、未来の遷移時間を
予測するために判定遷移時間データと共に使用するためのサイクル時間を提供する第１の
方法において直接使用される。従って、これらの構成において、実位置データはサイクル
時間を判定する際に使用されない。
【００６１】
　本発明の態様又は実施形態のいずれかにおいて本発明に従って取得された遷移時間の予
測は、種々の方法で使用される。方法は、推奨速度を運転者又は先進運転支援システム（
ＡＤＡＳ）に提供することと、信号における待機時間に関する情報を提供することと、交
通制御信号を通過することを含むパスに沿う推定移動時間を判定することとのうちの１つ
以上を実行する際に予測を使用することを更に備える。例えば推奨速度は、最短の待機時
間で及び／又はより燃料効率のよい方法で交通制御信号を通過することを含むパスをたど
る際に運転者が信号を通過できるように判定される。例えば運転者又はＡＤＡＳは、結果
として車両が「進行」（又は「青」）相と一致する信号を通過するように意図されるか、
あるいは停止時間を最短にする推奨速度を提供される。運転者又はＡＤＡＳは、予想待機
時間に基づいて信号待ちをしている間に車両のエンジンを切ることが最も燃料効率が良い
可能性が高いかに依存して、これに関する助言を提供される。
【００６２】
　方法は、例えば推奨速度又は他の情報を運転者等に提供する際に使用するために、信号
の未来の遷移時間の予測又は推奨速度等のそれに基づいて判定された情報をナビゲーショ
ン装置又はＡＤＡＳに提供するサーバを備える。これらの実施形態において、未来の遷移
時間を予測するために位置データを処理することがサーバにより実行されるため、ナビゲ
ーション装置又はＡＤＡＳに対する計算の負担は軽減される。
【００６３】
　あるいは又は更に、方法は、予測された未来の１つ又は複数の予測遷移時間を示すデー
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タ、並びに／あるいは過去の遷移時間データ及びあらゆる判定サイクルデータ等の予測を
可能にするデータを格納することを備える。実施形態において、方法は、判定された遷移
時間データ及び選択的に信号に対する判定サイクルデータを格納することを更に備える。
データ、すなわち予測遷移時間、過去の判定遷移時間、あるいはサイクルデータのいずれ
か又は全ては、それが関連する交通制御信号、例えば信号の場所又は他の識別子を示すデ
ータと関連付けて格納される。格納されたデータは、ナビゲーション装置又はＡＤＡＳに
対してアクセス可能であるか、あるいは交通制御信号の動作に関するより正確な情報を提
供するために第三者に供給される。
【００６４】
　本明細書において参照されるようなナビゲーション装置は、車両ベースのナビゲーショ
ン装置であってもよく、ＰＮＤ又は一体型装置であってもよい。
【００６５】
　所定の交通制御信号に関する遷移時間情報を判定することに関連して本発明を説明した
が、方法は、１つ又は複数の交通制御信号に対して対応するデータを判定することに関連
して実現されてもよい。例えばそのようなデータは、一連のそのような信号に対して認識
される場合、運転者を案内するために、例えば信号を通して「グリーンウェーブ」に乗る
ため、あるいは時間及び／又は燃料効率において信号を横断するためにより効果的に使用
される。
【００６６】
　本発明に係る方法は、少なくとも部分的にソフトウェアを使用して実現されることが理
解されるだろう。更なる態様から考慮される場合、本発明は、適切なデータ処理手段にお
いて実行される時に本明細書において説明する方法のいずれか又は全てを実行するように
構成されたコンピュータ可読命令を含むコンピュータプログラムにも適用されることが分
かるだろう。本発明は、そのようなソフトウェアを含むコンピュータソフトウェアキャリ
アにも適用される。そのようなソフトウェアキャリアは、物理的な（又は非一時的な）記
憶媒体、あるいは例えば衛星等に対する有線を介した電子信号、光信号又は無線信号等の
信号である。
【００６７】
　本発明の更なる態様又は実施形態のいずれかに係る本発明は、本発明の他の態様又は実
施形態を参照して説明した特徴のいずれかが互いに一致するような程度までそれを含む。
【００６８】
　これらの実施形態の利点を以下において説明する。これらの実施形態の各々の更なる詳
細及び特徴は、添付の従属請求項及び以下の詳細な説明の他の場所において規定される。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
　次に、添付の図面を参照して単なる例として本発明の種々の実施形態を説明する。
【図１】図１は、本発明の好適な一実施形態に係る方法を示すフローチャートである。
【図２】図２は、本発明に従って遷移時間情報を判定するために使用される、交通信号の
前で減速する特性、静止する特性及び解消する特性を表す車両の一般的な距離－時間プロ
ーブトレースを示す図である。
【図３】図３は、本発明に従って判定された遷移時間の間の時間差を示す表である。
【図４】図４は、図３の測定値を一連の潜在的なサイクル時間（０秒～１４０秒）に適合
することに対応する誤差を示す図である。
【図５】図５は、とりわけ分岐点の前の静止期間を表すＢｅｒｌｉｎのＭｕｎｃｈｅｎｅ
ｒ　Ｓｔｒａβｅに沿って移動する複数の車両のプローブトレースの距離－時間を示すグ
ラフである。
【図６】図６は、履歴プローブデータを使用して判定された所定のタイムスロットにおい
て交通信号に接近する車両の静止期間のタイミングのオフセット及び仮定された１００秒
のサイクル長を有する交通信号のサイクルのタイミングに対するオフセットを示すヒスト
グラムである。
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【図７】図７は、特定の横断歩道の集合に対する判定サイクル時間の集合を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　図１は、交通制御システムの交通制御信号の遷移時間に関する情報を判定し、且つ信号
の未来の遷移時間を予測するために本発明のある特定の態様に係る方法が使用される方法
を示す一実施形態を示すフローチャートである。例えば交通制御信号は、交通信号によっ
て制御される横断歩道である。図１により例示された方法は、３分等の短期間内で解析す
るために使用可能な実位置データ、すなわちＧＰＳプローブ等の位置データを使用する実
システムにおいて実現される。プローブデータは、位置が車両の位置に対応するＧＰＳ装
置等の車両と関連付けられた装置から受信された車両プローブデータである。あるいは、
プローブデータを「位置データ」と呼んでもよい。プローブデータ又は位置データは、時
間データと関連付けられる。プローブデータは、関心のある交通制御信号を含む地域にお
けるプローブ車両の移動に関連するプローブトレースを導出するために使用される。
【００７１】
　交通信号が青相又は赤相を有した厳密な時点を推測するためにそのようなプローブデー
タが使用されることが分かっている。例えば、既知の場所を含む交通信号に近接し且つ／
あるいは交通信号のそばを通過するプローブ車両から取得された位置データは、静止（赤
信号を示す）及び自由走行（青信号を示す）として分類される。青相は、車両が交通信号
に接近する道路及び車両が交通信号を通過した後に走行する道路に依存する。すなわち、
青相は方向に依存する。従って、交通信号相を判定するために使用された適切なプローブ
データは、交通制御信号を通して車両が走行したパスに基づいて判定され、例えば関心の
あるパスに依存して直進パス又は左折パス等に関する。
【００７２】
　図１に示された実施形態に係る方法のステップ１は、ある特定の交通制御システムの交
通信号により制御された所定のパスに沿って移動している車両と関連付けられたプローブ
データを識別するために実プローブデータを使用することを含む。これは、パスを規定す
る１つ又は複数の道路区分の一部の場所及び交通信号の場所を考慮して実行される。交通
信号が直進パス及び左折等の交通の多くのパスを制御するように構成される場合、関心の
あるパスをたどる車両の部分集合に関するプローブデータが識別される。
【００７３】
　図２は、参照点から８．８ｋｍ～８．８５ｋｍに配置された交通信号に接近する車両の
一般的なプローブトレースを示す図である（太い垂直線で）。プローブトレースは時間に
対する車両の位置を示す。参照点は、交通信号の位置を含む道路区分の開始である。プロ
ーブトレースは、車両が約１６：２１：１０～約１６：２１：５０（時：分：秒）に静止
していることを示す。この期間中、車両は、交通信号からＤの距離で静止している。ステ
ップ２によると、この静止距離Ｄが判定される。この静止期間は、車両が交通信号の赤相
のために静止したままである期間に対応すると仮定される。
【００７４】
　車両は、静止期間の終了時に移動し始める。車両が移動し始める時間は、信号の相が赤
から青に遷移した後のある時点であると仮定される。従って、一般に静止期間は、車両が
前進できるような程度まで交通の待ち行列が解消するまで、信号の相遷移後の何らかの更
なる時間にわたり延長する。信号の相が青に変化すると、赤信号により静止したままの交
通待ち行列は解消し、車両は時間ｔＴＬにおいて交通信号の位置を横切る。方法のステッ
プ３によると、この時間ｔＴＬが判定される。当然、同様の技術は、車両が信号を通過す
る前に静止しない場合に信号の赤－青遷移時間を判定することに適用される。あるいは、
車両が信号を通過するために加速し始める非ゼロ速度の待機期間の終了の時間が判定され
てもよい。
【００７５】
　経験的研究によると、交通信号待ち行列は、略一定の速度ｖｄ　＝　１５ｋｍ／ｈで解
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消することが分かっている。従って、赤－青遷移の時間は、車両が交通信号を通過する時
間ｔＴＬと待ち行列が解消する時間との間の差として算出され、すなわちｔＴＲ　＝　ｔ

ＴＬ　－　Ｄ／ｖｄである。自動車に対して解消する時間は、約ｔｄ　＝　Ｄ／ｖｄであ
る。
【００７６】
　このように、交通信号を通過する所定の車両のプローブトレースは、赤相と青相との間
の信号の遷移時間ｔＴＲの推定値ｍを提供する（ステップ４）。この推定値は、静止して
いる場合に交通信号の位置からの車両の距離Ｄに対して直線的であることが分かっている
近似誤差Ｅと関連付けられる。更に又はあるいは、誤差Ｅは、平均値からの複数の判定測
定値の偏差を考慮する。従って、所定のｔＴＲに対する多数の測定値は、異なる車両に対
して、例えば待ち行列における異なる点においてプローブデータを使用して判定される。
しかし、好適な構成において、単一のプローブ車両からのデータは、所定のｔＴＲを判定
するために使用される。誤差Ｅは、車両プローブトレースから判定された信号の推定遷移
時間に対して判定される。一例として、交通信号からほぼ同一の距離Ｄにおいて待機する
１０台の自動車から観察された。標準偏差０．５４秒で交通信号を通過するのに平均９．
９秒かかった。
【００７７】
　上述のステップは、期間において交通信号の更なる赤－青遷移時間の推定値ｍを取得す
るために、３０分等の所定の期間に交通信号により制御されたパスに沿う移動を示すプロ
ーブトレースを有する多くの異なる車両に対して繰り返される。誤差を最小限にするため
に、ステップは、静止している場合に交通信号から同様の距離Ｄに配置される車両に対し
て実行される。
【００７８】
　ステップ５によると、以下において説明するように又は既知であるようにサイクル時間
が演繹的に算出される特定のタイムスロットに対する固定の交通信号サイクル時間ｔを仮
定すると、未来の遷移時間は、ステップ４で判定された遷移時間から予測される。
【００７９】
　未来の遷移時間の発生を予測するためにステップ５で使用されたサイクル時間は、以下
において図３及び図４を参照して説明するように実位置データから又は以下において第２
の実施形態を参照して判定されるような履歴集約データを使用して、あるいはそれらの組
合せにより判定される。サイクル時間は、他の方法で又は既知で、あるいは格納されたデ
ータを参照して更に判定されることが理解される。より古い遷移又はサイクル時間の期限
切れの推定値を使用する場合、エージング要因が導入され、未来の遷移点を予測すること
と関連付けられた近似誤差が増加する。
【００８０】
　交通信号サイクルが固定のサイクル時間を有すると仮定して、交通信号サイクル時間ｔ
は、測定遷移時間ｍを使用して算出される。本実施形態において、サイクル時間は、少数
の最近の実プローブトレースからのみ推定される。このように、方法は、処理能力に関し
て効率的であり、更に光の実際の動作に関する干渉に基づいて交通信号を制御する不正確
なクロックの影響を受けにくい。
【００８１】
　例として、車両のプローブトレースに基づき且つ互いの３０分以内に取られた４つの測
定値の集合は、以下の遷移時間及び誤差を提供する。
【００８２】
　ｍ１　＝　０８：１０：４７　＋／－９秒
　ｍ２　＝　０８：１７：２０　＋／－４秒
　ｍ３　＝　０８：２９：１５　＋／－８秒
　ｍ４　＝　０８：３８：４３　＋／－２秒
　測定値毎の誤差（Ｅ１，　Ｅ２，　Ｅ３，　．．．）は、平均値からの各測定値の偏差
を観察すること又は車両毎の距離（Ｄ）を直接考慮する（仮定されたＤとＥとの間の直線
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関係に基づいて）ことにより算出される。
【００８３】
　測定値の全ての対（ペア）と対毎の平均誤差との間の時間差は、図３に示されるように
算出される。各時間差（ｍｘｙ）は、時間サイクルの整数倍に大よそ対応すべきである。
従って、潜在的なサイクル時間（ｔ１，　ｔ２，　．．．）は、それらの各々の倍数が時
間間隔ｍｘｙにおいてどれ程厳密に適合するかを判定するためにテストされる。時間差に
より規定された間隔と最適なサイクル時間は、測定が行われる期間内の特定の交通信号に
対する判定サイクル時間となるように選択される。サイクル時間の適合は、例えば最小偏
差又は誤差を参照して評価される。
【００８４】
　潜在的なサイクル時間ｔ毎に、時間間隔に最近接する倍数及び潜在的なサイクル時間の
各々と関連付けられた誤差、並びに測定値の対が算出され、その後、潜在的なサイクル時
間の各々と関連付けられた誤差及び測定値の全ての対が算出される。逆二乗近似誤差によ
り重み付けされた測定値の対毎の二乗時間差及び全ての対の平均二乗時間差は、適切に使
用される。解析が小さな間隔に対して偏るため、平均二乗時間差は、所定のサイクル間隔
の逆数により更に重み付けされる。
【００８５】
　図４は、図３の測定値に対するそのような解析の結果を示す。一連の潜在的なサイクル
時間（０秒～１４０秒）及び潜在的なサイクル時間を測定時間差に適合することと対応す
る誤差がグラフ化される。関連誤差を最も引き起こさない潜在的なサイクル時間は、最良
の推定値として選択される。この例において、測定値間の時間差に最適な潜在的なサイク
ル時間は、グラフ上でマーク付けされるように３５秒であることが分かる。
【００８６】
　潜在的なサイクル時間（例えば、３０秒～１２０秒）の選択を絞り込むように、合理的
な上限及び下限が選択される。これらの限界は、例えば、各時間間隔内に少なくとも１つ
の遷移があると仮定することにより、プローブ車両が横断歩道を通過する頻度を考慮する
ことにより、且つ／あるいは交通信号システムの多数のサイクルに対して静止している個
々の車両からのプローブデータを使用することから配置される。
【００８７】
　別の実施形態において、サイクル時間測定値は、実プローブデータではなく履歴集約車
両プローブデータを使用して算出される。この方法は、個別に又は図１～図４を参照して
説明した方法と共に使用される。履歴データを使用して取得されたサイクル時間は、所定
の期間の交通信号に対する近似サイクル時間を判定するために使用される。近似サイクル
時間は、図１を参照して説明したように実プローブデータに基づいて取得された遷移デー
タに最適なサイクル時間を判定する際、すなわちサイクル時間を図３に示された種類のデ
ータに適合する際に開始点として使用される。換言すると、履歴交通信号サイクルデータ
は、実データに基づいてより正確なサイクル時間を取得する目的で遷移時間データに適合
しようとするようにサイクル時間を選択するために使用される。あるいは、履歴データは
、サイクル時間を導出するために必ずしも遷移時間データ自体を使用することなく、実デ
ータに基づいて判定された遷移時間を使用して未来の遷移時間を予測する際に直接使用さ
れるサイクル時間を提供するために使用される。
【００８８】
　交通制御システムがある特定の時間パターンに従って、すなわちある特定の期間（日、
週、月等）内の繰り返しパターンで動作される場合、そのような履歴集約データを使用す
ることで最も正確な結果が得られることが理解されるだろう。この条件が満たされない場
合、ｔ単位時間の後に交通信号の状態が繰り返すようにサイクル時間ｔがある。時間毎に
異なるプログラムがあり、プログラムは異なる曜日で変動する。
【００８９】
　関心のある交通信号による制御を受けやすいパスに沿って移動する車両の移動に関する
履歴プローブデータが収集される。これは、例えば交通信号の領域におけるナビゲート可
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能区分に沿う移動に関するデータをフィルタリングすることにより、実プローブデータを
使用する実施形態と同様の方法で実行される。
【００９０】
　データは、履歴プローブデータの適切なデータベースから取得される。そのようなデー
タベースにおいて、一般にプローブトレースは道路区分に一致する。関心のある交通信号
の場所及び交通信号による影響を受けた交通網の部分が認識される時、道路網のこの部分
と関連付けられた適切なプローブトレースが選択される。
【００９１】
　各プローブトレースは、車両が静止している時間を判定するために解析される。静止期
間を含むあらゆるプローブトレースは、交通信号が赤であるために静止したままの車両に
関連すると仮定される。トレースの静止期間毎に、期間の開始時間及び終了時間が判定さ
れる。次に、識別された静止期間は、複数のタイムスロットのうちの１つの適切なタイム
スロットに入れられる。これは、例えば各静止期間の開始時間を参照して実行される。図
５は、とりわけ分岐点の前の静止期間を表すＢｅｒｌｉｎ、ＧｅｒｍａｎｙのＭuｎｃｈ
ｅｎｅｒ　Ｓｔｒａβｅに沿って移動する複数の車両のプローブトレースの距離－時間を
示すグラフである（垂直破線で示される）。
【００９２】
　本実施形態において、サイクル時間は特定のタイムスロット（時間と曜日との組合せ）
に対して一定であり、且つタイムスロット毎の制御プログラムは同一のサイクル相で開始
すると仮定される。すなわち、サイクル相は、数週間の期間にわたりこのタイムスロット
に対して毎週日曜の９：００：００において同一であると仮定される。静止期間は、その
ようなタイムスロット、例えば曜日毎に１時間のスロットに入れられる。異なる週に対応
するタイムスロットにおいて移動するプローブ車両から取得されたデータは、タイムスロ
ットに入れられる時に組み合わされる。
【００９３】
　固定の試行サイクル時間ｔが仮定され、タイムスロット（例えば、日曜の９：００：０
０～１０：００：００）は、各々が同一の相で開始するサイクルに分割される。ｔ＝１０
０秒のサイクル時間の場合、タイムスロットは、９：００：００、９：０１：４０、９：
０３：２０等において開始するサイクルに分割される。
【００９４】
　所定のタイムスロットに割り当てられた全ての静止時間測定値に対して、サイクルの最
近接の開始時間に対するオフセットが算出される。これらのオフセットのヒストグラムは
タイムスロット毎に作成される。その後、処理は種々の試行サイクル時間の間繰り返され
る。オフセットは静止期間の開始点を参照する。
【００９５】
　例えば、全てが１秒の合理的な倍数である試行サイクル時間が試行され、試行サイクル
時間毎に作成されたヒストグラム。上限及び下限は、例えば個々の車両の停止時間を使用
して試行サイクル時間上に配置される。例えば探索は、交通信号により制御されたパス上
の２つ以上の異なる場所において静止している車両に対して実行され、車両が少なくとも
２つのサイクルの間停止されることを示す。
【００９６】
　タイムスロットは、種々の方法でサイクルに分割されると考えられる。例えばタイムス
ロットは、サイクルの第１の開始が第１の静止期間、すなわちその開始点と対応するよう
にサイクルに分割される。これは、タイムスロット内に多数の測定値（例えば、遷移点）
がある場合に適切である。これは、往来の激しい横断歩道には当てはまらない。あるいは
、サイクル時間が判定されると、例えば上述の図１の実施形態を使用して判定された遷移
時間の正確な測定値は、サイクル時間／相を校正するために使用される。交通制御システ
ムと関連付けられた内部クロックが不正確なため、この校正は必要である。一方、プロー
ブ車両により取得された測定値は、それらと関連付けられた厳密な時間を有する。
【００９７】
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　一例において、タイムスロット毎に車両が静止している第１の時間が識別され、十分な
データがあると仮定すると、この時間は交通信号サイクル時間の開始点とみなされる。第
１の試行サイクル時間が選択され、車両が静止している測定された第１の時間の各々とサ
イクルの適切な開始との間のオフセットが算出した。換言すると、タイムスロット０９：
００～１０：００における第１の静止車両が０９：０１．３１秒において測定される場合
、サイクル時間は１００秒とみなされる。
【００９８】
　－０９：０２．５６秒における測定の場合、測定が第１のサイクルにあるため、オフセ
ットは８５秒である
　－０９：１５．４２秒における測定の場合、測定が第８のサイクル（０９：１４．５１
秒において開始する）にあるため、オフセットは５１秒である。
【００９９】
　しかし、オフセットが規定され、適正なサイクル時間が推測されると、別個のセントラ
ルピークがヒストグラムに現れる。各サイクルが同一の相で開始し且つサイクルの同一の
相（すなわち、遷移点）において測定が行われると仮定されるため、ヒストグラムにおけ
る別個のピークは、各測定がサイクルの開始からほぼ同一のオフセット（時間的に）を有
することを示す。従って、ピークは、仮定されるサイクル時間が測定（その頻度は、シス
テムの実際のサイクル時間により制御される）と同一の期間を有することを示す。
【０１００】
　図６は、上述の実施形態に従って履歴集約データを使用して作成されたいくつかのタイ
ムスロットの間（スロット１４～１５時、１５～１６時、１６～１７時、１７～１８時、
１８～１９時及び１９～２０時である各仕事日の１４：００時～２０：００時）の組み合
わされたヒストグラムを示す。仮定されるサイクル時間はｔ＝１００秒である。１時間に
わたるタイムスロット毎に、別個のピークが見られる。従って、サイクル時間はこれらの
タイムスロット毎に１００秒であると推定される。
【０１０１】
　図７は、Ｂｅｒｌｉｎ、Ｇｅｒｍａｎｙにおける以下の４つの横断歩道に対するサイク
ル時間データの例示的な集合を提供する。
【０１０２】
　横断歩道Ｃ１：（５２．５０４８，　１３．６１３３７）、Ｂ１／Ｂ５－Ｈｕｌｔｓｃ
ｈｉｎｅｒ　Ｄａｍｍ
　横断歩道Ｃ２：（５２．５０４１８，　１３．６２０６０）、Ｂ１／Ｂ５－Ｐｉｌｇｒ
ａｍｅｒ　Ｓｔｒ．
　横断歩道Ｃ３：（５２．５０４９７，　１３．５９８６９５）、Ｂ１／Ｂ５－Ａｍ　Ｋ
ｏｒｎｆｅｌｄ
　横断歩道Ｃ４：（５２．５０８５２，　１３．５６１４８）、Ｂ１／Ｂ５－Ｂｌｕｍｂ
ｅｒｇｅｒ　Ｄａｍｍ
　図６に提示されたデータは、平日の１４～２０時にこれらの横断歩道の１つにおいて取
得された測定値に対応する。
【０１０３】
　種々の実施形態において本発明に従って判定された交通信号の動作に関する情報は、多
数の方法で使用される。本発明の第２の実施形態に従って取得された交通信号サイクル時
間に関する履歴データは、例えばサーバにより格納され、且つ／あるいは第三者に提供さ
れるデータベースを提供するために使用される。本発明の第１の実施形態に従って取得さ
れた未来の予測遷移時間が同様に格納される。遷移時間データを使用して取得されたあら
ゆる判定サイクル時間も格納される。情報は、サーバにより格納されるか、あるいは遷移
時間のデータベース及び選択的にサイクル時間データとして第三者により提供される。あ
らゆるサイクル時間データ又は遷移時間データは、適切な交通制御信号を識別する情報と
関連付けて格納される。
【０１０４】
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　本発明の方法のステップはサーバにより実行される。いくつかの実施形態において、過
去の予測時間か未来の予測時間かに関係なく、サイクル時間及び／又は遷移時間データ、
あるいはその双方は、車両の先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）又は車両と関連付けられ
たナビゲーション装置に提供される。
【０１０５】
　未来の予測遷移時間データが判定される場合、データは、運転者が、青相と一致するよ
うに交通信号に遭遇できるようにするために、あるいは交通信号の予想動作に基づいてよ
り燃料を節約して運転できるようにする、例えば加速及び減速を最小限にするかあるいは
エンジンを切り替えるのが適切な時を示せるようにするために、推奨速度を運転者に提供
するために使用される。移動時間のより正確な推定値を判定できるようにするために、信
号において予想される待機時間の指示を提供するために、あるいは信号を通して「グリー
ンウェーブ」に乗るという助言を運転者に提供するために、情報は、他の交通信号の動作
に関する情報と共に使用される。これらの種類の情報のいずれかは、例えば車両のナビゲ
ーション装置を介して運転者に提供されるか、あるいは必ずしも運転者に提供されること
なく車両のＡＤＡＳを制御するために直接使用される。情報は、輸送インフラストラクチ
ャ及び交通制御システムの動作を計画する際、並びに例えば動作が予想動作に従わないこ
とを実プローブデータに基づく遷移データが示す場合に信号のあらゆる故障動作を暴露す
るためにも使用される。交通信号の動作に関する判定情報に基づく情報又は助言は、例え
ばデータを使用するサーバ又は情報が提供されているナビゲーション装置又はＡＤＡＳに
より導出される。
【０１０６】
　本発明の種々の態様及び実施形態を上述したが、本発明の範囲は、本明細書において説
明した特定の構成に限定されるのではなく、本発明の全ての構成、並びに変形及び変更を
含むことが理解されるだろう。従って、添付の特許請求の範囲は本明細書において説明し
た特徴の特定の組合せを説明するが、本発明の範囲は、以下において請求される特定の組
合せに限定されるのではなく、その特定の組合せが今回添付の特許請求の範囲において特
に列挙されているか否かに関係なく、本明細書において開示された特徴又は実施形態のあ
らゆる組合せを含む。
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